
中国地域産学官連携コンソーシアム規約 対比表  

 【現行規約】                         【改正規約】 

現行規約 改正規約 

中国地域産学官連携コンソーシアム規約 中国地域産学官連携コンソーシアム規約（案） 

  

       第１章 総則 

（名称） （名称） 

第 1条 本会 は、「中国地域産学官連携コンソーシアム」（以下「さ

んさんコンソ」という。）と称する。 

第１条 本団体は、中国地域産学官連携コンソーシアム（以下「さ

んさんコンソ」という。）と称する。 

（目的） （目的） 

第２条 さんさんコンソは、中国地域の国公私立大学・高等専門学

校等（以下「中国地域大学等」という。）の連携により優れた知的

リソースを広域的に集積し、活用することにより、中国地域大学等

と企業の連携を進める一元的体制を構築し、大学等発の産学官連

携の推進を図ることを目的とする。 

第２条 さんさんコンソは、中国地域の国公私立大学・高等専門

学校等（以下「中国地域大学等」という。）の連携により優れた

知的リソースを広域的に集積し、活用することにより、中国地域

大学等と企業の連携を進める一元的体制を構築し、大学等発の産

学官連携の推進を図ることを目的とする。 

（事業） （事業） 

第３条 さんさんコンソは、前条の目的を達成するため、次に掲げ

る事業を行う。 

第３条 さんさんコンソは、前条の目的を達成するため、次に掲

げる事業を行う。 

一 中国地域大学等の知的リソースを効率的に活用し、産学官連

携をさらに強化する事業に関すること。 

一 中国地域大学等の知的リソースを効率的に活用し、産学官連

携をさらに強化する事業に関すること。 

二 各大学等の知的財産・研究成果の集約および活用に関するこ

と。 

二 各大学等の知的財産・研究成果の集約および活用に関するこ

と。 

三 企業      ニーズの広域対応に関すること。 三 企業・自治体等のニーズの広域対応に関すること。 

四 大学等の知的財産活動、産学官連携活動を企画・立案、推進す

ることができる人材の育成に関すること。 

四 大学等の知的財産活動、産学官連携活動を企画・立案、推進

することができる人材の育成に関すること。 



五 その他さんさんコンソの目的を達成するために必要な事項。 五 その他第３条    の目的を達成するために必要な事項。 

  

       第２章 会員 

（会員） （会員） 

第４条 さんさんコンソは、次に掲げる会員で構成する。 第４条 さんさんコンソは、次に掲げる会員で構成する。 

 一 事業幹事正会員 国立大学法人岡山大学、国立大学法人鳥

取大学 

 一 事業幹事正会員 国立大学法人岡山大学、国立大学法人鳥

取大学 

二 正会員 第２条の目的に賛同する中国地域の国公私立大

学・高等専門学校                      

二 正会員 第２条の目的に賛同する中国地域の国公私立大

学・高等専門学校並びに中国地域の官公庁及び産業支援団体等 

 三 特別会員 第２条の目的に賛同する中国地域の官公庁及び

産業支援団体等 

 三 一般会員 第２条の目的に賛同する企業・組合・個人事業

主等  

 四 企業会員 第２条の目的に賛同する企業・組合・個人事業主

等 

 四 （削除） 

     （入会） 

２   本会     に入会しようとする者 は、入会申込書

（様式別紙で定める。）を次条 第２項に規定する代表理事に提出

するものとし、代表理事は、正当な理由がない限り入会を認めるも

のとする。     

第５条 さんさんコンソに入会しようとする機関は、入会申込書

（様式別紙１）を第８条第１項に規定する代表理事に提出するも

のとする。 

 

                              

     

２ 代表理事は、入会申込書に基づいて審議し、入会の可否を決

定する。 

                              

                              

    

 

３ 会員は、さんさんコンソの事業を円滑に実施するため、各会

員組織内にさんさんコンソを担当する部署を定めておくものと

する。 

    （退会） 



３   本会     を退会しようとする会員は、退会届（様式

別紙で定める。）を代表理事に提出して、任意に退会することがで

きるものとする。 

第６条 さんさんコンソを退会しようとする会員は、退会届（様

式別紙２）を代表理事に提出して、任意に退会することができる

ものとする。 

                            ２ 会員が、次に該当するときは、退会したものとみなす。 

               一 会員機関が消滅したとき 

     （除名） 

                               

                               

    

第７条 代表理事は、会員が下記の各号のいずれかに該当すると

判断し、その旨理事間で合意した場合、会員を除名できるものと

する。   

                       一 さんさんコンソの規程、決議等に反したとき 

                              

         

二 さんさんコンソの名誉を著しく傷付けたとき、又は傷つけ

る恐れがあるとき 

  

４ 会員は、さんさんコンソの事業を円滑に実施するため、各会員

組織内にさんさんコンソを担当する部署を定めておくものとす

る。 

（第５条第３項に記載のため削除） 

  

             第３章 役員等（組織） 

（理事） （理事） 

第５条 さんさんコンソに理事を置き、事業幹事正会員の学長   

       をもって充てる。 

第８条 さんさんコンソに理事を置き、事業幹事正会員の産学官

連携部門等の長をもって充てる。 

２ 理事は、その互選により代表理事及び副代表理事各１人を定

める。 

２ 理事は、その互選により代表理事及び副代表理事各１人を定

める。 

３ 代表理事及び副代表理事の任期は、２年とし、再任を妨げな

い。 

３ 代表理事及び副代表理事の任期は、２年とし、再任を妨げな

い。 



４ 代表理事は、さんさんコンソを代表し、その業務を総理する。 ４ 代表理事は、さんさんコンソを代表し、その業務を総理する。 

５ 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき

は、その職務を代行する。 

５ 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき

は、その職務を代行する。 

（理事会）  （理事会）（削除） 

第６条 さんさんコンソの運営に係る重要事項を協議するため、

理事会を置く。 

 

２ 理事会は、理事をもって構成する。  

３ 理事会は、必要に応じて代表理事が招集し議長となる。  

      （事務局） 

                               

                 

第９条 さんさんコンソの事務局を、岡山大学及び鳥取大学に置

く。 

                     ２ 事務局は、次の者をもって構成する。 

                              

      

一 代表理事が、その所属する国立大学法人の職員のうちから指

名する者 

                              

      

二 副代表理事が、その所属する国立大学法人の職員のうちから

指名する者 

                    三 その他、代表理事が必要と認めた者 

                              

             

３ 事務局に、事務局長を置き、前項第１号に規定する者のうちか

ら、代表理事が指名する。 

                              

                     

４ 事務局は、さんさんコンソの業務及び運営等に関する事項を、

会員との緊密な連絡調整のもとに処理する。 

       

         第４章 運営会議 

（運営会議） （種別） 

第７ 条 さんさんコンソに、理事会を補佐するため、さんさんコ 第１０条 さんさんコンソの最高意思決定機関として、さんさん



ンソ運営会議（以下「運営会議」という。）を置く。 コンソ運営会議（以下「運営会議」という。）を置く。 

      （構成） 

２    運営会議は、次の者を               

 をもって構成する。 

第１１条 運営会議は、代表理事及び副代表理事並びに次の者を

もって構成する。 

 一 第９条第３項に規定する事務局長 一 第９条第３項に規定する事務局長 

二 事業幹事正会員及び正会員    から      に 

推薦された者 各１名 

二 事業幹事正会員及び正会員の各機関から運営会議委員に

推薦された者 各１名 

三 特別会員から推薦された者 各１名 （三 削除） 

四 その他、代表理事が必要と認めた者 三 その他、代表理事が必要と認めた者 

       （審議事項） 

３    運営会議は、次の事項について連絡、調整し、その結果

について、理事会に報告する 

第１２条 運営会議は、次の事項について連絡、協議し、議決する。 

 一 事業計画     一 事業報告について 

 二    事業報告     二 次年度事業計画について 

三 会員の入退会 三 会員の入退会 

         四 規約の変更 

四 組織及び運営に関する事項 五 組織及び運営に関する事項 

五 その他業務達成に必要な調整事項 六 その他業務達成に必要な調整事項 

     （会議成立要件） 

４    運営会議は、必要に応じて第２項第１号に掲げる者が

招集し議長となる。                     

                   

第１３条 運営会議は、必要に応じて第９条第３項に掲げる者が

招集し議長となり、正会員機関数の過半数の出席（委任状提出を

含む）によって成立するものとする。 

                              ２ 運営会議は、原則として各年度に１回開催するものとする。 

                              

    

３ 臨時運営会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催

する。 



                          一 代表理事もしくは副代表理事が必要と認めたとき 

                      ニ 正会員の過半数から請求があったとき 

     （議決要件） 

                              

          

第１４条 運営会議の議事は、出席した運営会議委員（委任状提

出を含む各機関 1名）の過半数をもって決とする。 

                              

   

２ 議決権は委任状により第９条第３項に掲げる者に委任でき

る。 

                          ３ 可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（事業部） （事業部）（削除） 

第８条 さんさんコンソに、第３条各号の事業を実施するため、次

の事業部を置く。 

 

 一 産学官連携事業部  

 二 人材育成事業部  

２  産学官連携事業部は、第３条に掲げるうち産学官連携に関す

る業務を行う。 

 

３ 人材育成事業部は、第３条に掲げるうち人材育成に関する業

務を行う。 

 

４ 産学官連携事業部は、次の者をもって構成する。  

一 産学官連携プロデューサー  

二 事業幹事正会員及び正会員が派遣する専任又は兼任の常勤又

は非常勤の職員 

 

三 その他、代表理事が必要と認めた者   

５ 人材育成事業部は、次の者をもって構成する。  

一 産学官連携プロデューサー  

二 事業幹事正会員及び正会員が派遣する専任又は兼任の常勤又  



は非常勤の職員 

三 その他、代表理事が必要と認めた者   

６ 第９条第３項に規定する事務局長は、第１項に規定する事業

部の責任者を兼ね、また、事業部には副責任者を置くことができ

る。 

 

（事務局） （事務局）（第９条記載により削除） 

第９条 さんさんコンソの事務局を代表理事が所属する国立大学

法人に置く。 

 

２ 事務局は、次の者をもって構成する。  

一 代表理事が、その所属する国立大学法人の職員のうちから指

名する者 

 

二 副代表理事が、その所属する国立大学法人の職員のうちから

指名する者 

 

三 その他、代表理事が必要と認めた者  

３ 事務局に、事務局長を置き、前項第１号に規定する者のうちか

ら、代表理事が指名する。 

 

４ 事務局は、さんさんコンソの業務及び運営等に関する事項を、

会員との緊密な連絡調整のもとに処理する。 

 

（外部評価委員会） （外部評価委員会）（削除） 

第１０条 さんさんコンソに、民間等有識者による評価のために

外部評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設ける。 

 

２ 評価委員会は、代表理事が民間機関、行政機関、産業支援団体

等から委嘱する者数名をもって構成する。      

 

３ 評価委員会は、各年度毎の事業を評価し、助言を与えるものと

する。 

 



（事業年度） （事業年度） 

第１１条 事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に

終わる。 

第１５条 事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に

終わる。 

（事業計画及び事業報告） （事業計画及び事業報告） 

第１２条 代表理事は、毎事業年度の事業計画及び事業報告を作

成し、理事会の承認を得るものとする。 

第１６条 事務局は、毎事業年度の事業計画及び事業報告を作成

し、運営会議の承認を得るものとする。 

  

        第５章 その他 

        （規約の変更） 

                            第１７条 この規約は、運営会議の議決を得て変更できる。 

     （解散） 

                              第１８条 さんさんコンソの運営会議の議決によって解散する。 

（雑則） （雑則） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、さんさんコンソの組織

及び運営に関し必要な事項は、理事会 の議を経て、代表理事が別

に定める。 

第１９条 この規約に定めるもののほか、さんさんコンソの組織

及び運営に関し必要な事項は、運営会議の議を経て、代表理事が

別に定める。 

  

  附 則    附 則 

１ この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 １ この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 

         附 則 

                        １ この改正は、令和６年６月１９日から施行する。 

  

  

  



  



  



 


